




別紙（別記様式第１号の４関連） 

 

事 業 説 明 書 

 

１ 事業の概要 

 （１） 事業名  提案型共同施業事業 

 （２） 事業地  別表に示す公社造林地を含む区域 

 （３） 事業目的 

    岐阜県森林公社では、県下２８市町村に所在する１万４千ヘクタール余の分収造林地を、

地域の特性を踏まえて維持管理しております。 

    分収造林地の多くは未だ保育を必要とするものの、昭和４０年代の契約地では利用間伐

が可能になっており、数年後には大半の契約地で本格的な利用間伐を開始できる状況にあ

ります。 

しかしながら、公社造林地の多くは奥地に位置していることもあり、効率的な利用間伐

の実施のためには、周辺の森林との共同施業が不可欠となる地域が少なからず存在します。 

このようなことから、利用間伐が可能な公社造林地を中核とする共同施業区域を設けて、

施業の集約化を図りつつ効率的な森林施業を進めるための企画提案を広く募集します。 

 （４） 共同施業に関する基本的事項 

    ア 森林公社が指定する公社造林地を含む林班を中核とし、周辺の森林を含めた森林経

営計画を共同で作成することとします。 

    イ 新たな路網の整備は、効率的な利用間伐が可能となるように計画することとします。 

    ウ 公社造林地及び周辺森林での施業の集約化を進め、施業の効率化を図ることとしま

す。 

（５） 共同施業に関する森林経営計画の認定 

施業に関する森林経営計画を共同で作成し、平成３１年 ４月 １日までに認定を受け

ることを目指します。 

 （６） 森林経営計画に基づく事業の実施方針 

    次の事項に留意して事業を実施することとします。 

    ア 事業の実施に伴い法令等の規制がある場合は、関係機関等との調整を行うこと。 

    イ 林業機械を使用する者は、使用機械に応じた免許を取得あるいは講習を受講した者

であること。 

    ウ 公社造林地での間伐事業以外の事業に関する補助金の申請事務は森林公社が行うこ

と。 

    エ 間伐事業の補助申請は、森林経営計画の内容に応じて森林公社と協議すること。 

    オ 公社造林地での利用間伐事業の施工管理は、森林公社が定める造林事業施工管理基

準によること。 

      なお、利用間伐事業における搬出材の材積は、搬出明細書により森林公社職員の確

認を受けること。 

    カ 間伐材の販売については、岐阜県森林公社利用間伐材販売要領に準じて行うこと。 

    キ 公社造林地での事業については、森林公社と契約を締結して実施すること。 

    ク 経営計画地区内の基盤の整備に要する費用については、負担者及び負担割合を明確
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にすること。 

    ケ 上記以外の事項については別途協議すること。 

 （７） その他 

    ア 建設業法 第３条及び建設業法施行令 第一条の二に定める請負代金を上回る作業

道開設等を施工する場合は、建設業許可が必要であることに留意すること。 

イ 地域座談会等の開催に際して、森林公社の考え方の説明が必要な場合は申し出てく

ださい。 

 

２ 事業説明書に対する質問の受付期間、提出場所、提出方法及び回答方法 

 （１） 受付期間 平成３０年 ９月２０日（木）から平成３０年１０月１２日（金）必着 

 （２） 提出場所 岐阜県森林公社 本社 

 （３） 提出方法 持参または郵送可 

 （４） 回答方法 個別事案により対応 

 

３ 参加資格要件 

  本プロポーザルに参加できる者は、経営計画の作成と計画施業が確実に実施できる法人等で

あり、以下の（１）から（８）までのすべての要件を満たしていること。 

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこ

と。 

 （２） 役員（法人でない団体の代表者又は管理人を含む）に、次のア又はイのいずれかに該

当する者がいないこと。 

   ア 破産者で復権を得ない者 

イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日

から２年を経過しない者 

（３） 次のアからウまでのいずれかに該当する者でないこと。 

ア 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされてい

る者（同法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決

定後、岐阜県が別に定める手続に基づく入札参加資格の受付がなされている者を除く。） 

イ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立て（同法附則第

2 条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。以下同

じ。）がなされている者（同法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者であって

も、手続開始の決定後、岐阜県が別に定める手続に基づく入札参加資格の受付がなされ

ている者を除く。） 

ウ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づき破産手続開始の申立てがなされた者及び

その開始決定がされている者（同法附則第 3 条第 1 項の規定によりなお従前の例による

こととされる破産事件に係るものを含む。） 

（４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第

2 号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。 

（５） 岐阜県から、「岐阜県製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る指名停止措置要領」

に基づく資格停止措置を受けていないこと。 

（６） 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人等でないこと。 
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（７） 岐阜県から、「岐阜県が行う契約からの暴力団の排除に関する措置要綱」に基づく入札

参加資格停止措置を、プロポーザル参加申込期限日から審査会の日までの期間内に受け

ていないこと。又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。 

 （８） 当該事業対象地の在する森林計画区を単位で作成された森林整備合理化計画で施業受

託者に指定されているものであること。 

 

４ 参加申込書の提出期限並びに提出場所及び提出方法 

 （１） 提出期限  平成３０年１０月１２日（金）１５時 必着 

 （２） 提出場所  岐阜県森林公社 本社 

 （３） 提出方法  持参または郵送可 

 

５ 提案書の作成等 

 （１）提案書の作成様式 

     別添提案書記載例を標準とする。 

 （２）提案書記載上の留意事項 

     明確に記載すること。また、数値の単位は必ず記入すること。 

    

６ 提案書の提出期限並びに提出場所及び提出方法 

 （１） 提出期限  平成３０年１２月１０日（月）１２時 必着 

 （２） 提出場所  岐阜県森林公社 本社 

 （３） 提出方法  持参または郵送可 

 

７ 提案書を採用するための評価基準 

    別紙のとおり 

 

８ 不採用理由に関する事項 

 （１） 提出した提案書が採用されなかった者に対しては、採用されなかった旨とその不採用

の理由を書面で通知します。 

 （２） 上記（１）の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して７日以内（休日を含ま

ない。）に、書面で不採用理由の詳細について説明を求めることができます。 

 （３） 上記（２）に対する回答は、書面を受理した日から１０日以内（休日を含まない。）に

書面で行います。 

 

９ 提案書作成の留意事項 

 （１） 提案書の作成及び提出に関する費用は、提案者の負担とします。 

 （２） 提案書に虚偽の記載をした場合には、提案書を無効とします。 

 （３） 提案書に記載された作成責任者は、病休、死亡、退職等のきわめて特別な場合を除き

変更できないものとします。 

 （４） 提案書の提出を辞退した場合の罰則は想定しておりません。 
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１０ 問い合わせ先及び各種書類の提出先 

  〒５０１－３７５６ 美濃市生櫛１６１２番地２ 

  岐阜県中濃総合庁舎５階 

  （公社）岐阜県森林公社 森林整備課 森林整備係 

  ＴＥＬ０５７５－３３－４０１１（代）内線４１８ 

  ＦＡＸ０５７５－４６－８４０９ 
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別紙 

事業実施の役割表 

 

実 施 内 容 公 社 事業体等 

分収造林契約者への間伐協議・承諾 ○ ○ 

分収造林契約者への土地使用協議・承諾 ○ ○ 

計画エリアの森林整備の提案  ○ 

公社周辺の森林所有者との協議・承諾・調整  ○ 

既設道路管理者との協議・承諾  ○ 

基盤整備に要する費用の負担者及び負担割合の条件整備  ○ 

森林経営計画書（案）の作成（企画提案書の作成資料）  ○ 

共同森林経営計画書の作成、認定請求 ○ ○ 

森林経営計画の実行管理者  ○ 

事業執行計画（分収林計画） ○  

事業実施調査（予備調査、現地調査、設計書作成）  ○ 

法令等の規制の許認可等の受理及び関係機関等との調整 ○ ○ 

事業設計の確認 ○  

事業設計の修正  ○ 

事業の承認、発注 ○  

公社造林施工管理基準に沿った森林整備事業の実行  ○ 

事業実施の監督・検査 ○  

補助金申請・補助金受理 ○  

間伐材の販売先の決定（ただし、企画提案の販売先を参考にする） ○  

搬出材積の確認 ○  

間伐材の積込・運搬  ○ 

間伐材の販売代金預かり  ○ 

間伐材の販売代金精算金の請求 ○  
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別紙 

 

 

  

（１）採点方法

　　下表の評価項目ごとに評価し、採点表に記入する。

5 4 3 2 1 0

① 5 優れる 普通 劣る 記述なし

② 5

建設業

登録

15名以上

20名未満

10名以上

15名未満

5名以上

10名未満

2名以上

5名未満

なし

③ 5 +1 4つ 3つ 2つ 1つ

① 5 5 10件以上

5件以上

10件未満

2件以上

5件未満

ない

① 5 10台以上 7台以上 5台以上 3台以上 1台以上 ない

② 5 5台 4台 3台 2台 1台

① 5 満足 十分 不十分 記述なし

② 5 満足 十分 不十分 記述なし

③ 5 満足 十分 不十分 記述なし

① 5 優れる 十分 劣る 記述なし

② 5 優れる 十分 劣る 記述なし

③ 5 優れる 十分 劣る 記述なし

④ 5 優れる 十分 劣る 記述なし

⑤ 5

満足な

基準あり

基準あり 基準なし 記述なし

⑥ 5 満足 十分 不十分 記述なし

① 5 5事業以上 4事業 3事業 2事業 1事業 ない

② 5 5事業以上 4事業 3事業 2事業 1事業 ない

85

（２）順位の決定方法

　　イ 最高点が複数存在する場合は、審査会において審議のうえ決定する。

　　ア 総評価点が最高点の者を最優秀提案者とする。ただし、各委員の評価において評価点が1点以下の項目が1項目でも存在する場合は、選

　　　定の対象から除外する。

　　ウ 提案者が1者の場合でもこの基準に従って評価し、各委員の評価において1項目でも評価点が1点以下が存在する場合を除き、最優秀と

　　　して判定する。

保育の目的と効果が考慮されているか（下刈、除伐、枝打、

保育間伐、獣害防除等について）

6　森林整備事業実績

3ヶ年のうちで公社造林事業を実施したことがあるか。

10

森林施業を受託した実績があるか。

評価点数合計（満点８５点）

※1：効率性を考慮した積極的な提案とは、例えば、地域の合意形成を図るとともに、公社造林地を含めて森林整備の承諾書を取得する他、

　 森林調査や作業路開設に係る踏査、測量及び設計を行うことや、作業路開設では面的な広がりを持って一体的に施工し、負担金を求める

 　方法で精算するなど、具体的な提案のことをいう。

※2：例えば、既設作業路の使用にあたり、必要に応じて土工による軽微な補修（崩土除去）や伐採（支障木）を自主的に行うなど、事業の

　 早期着手に繋げる工夫がある場合。

まとまりのある団地で効率的な森林整備の提案となっている

か。

効率性を重視した車両系又は架線系で整備する計画になって

いるか。

5　技術提案

利用間伐の実施について効率性を重視した提案になっている

か。

30

森林機能に配慮した提案になっているか。

収益性を考慮した提案になっているか。

A材、B材、C材、D材を販売する先は整っているか。

共通基盤整備に要する費用の提案はあるか。

一体的な団地計画と捉え、地域の合意形成、承諾取得の他、

事業の効率性を考慮した積極的な提案がある。

（※1、2）

15

4　事業実施提案

1　実施体制

会社の規模、経営方針から履行能力はどうか。

15

森林整備を実施するうえでの資格取得状況はどうか。

岐阜県森林経営プランナー登録者、岐阜県施業プランナー研

修修了者、森林施業プランナー認定者、岐阜県作業道等開設

研修修了者がいる場合及び建設業登録がある場合は、それぞ

れ1点を加算する。

2　実行能力

平成25年度以降の経営計画の作成状況はどうか。

3　資本装備

森林整備を実施するのに必要な機械の保有状況はどうか。

10

プロセッサ、スイングヤーダ、タワーヤーダを保有する場合

は、それぞれ１点を加算する。

岐阜県森林公社共同施業プロポーザル評価基準

評価項目 評価点 点数

評価基準
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